
野田市マンション管理計画認定制度実施要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。 

 

令和７年１１月２８日 

 

野田市長 鈴 木   有 

 



野田市告示第２３９号 

 

野田市マンション管理計画認定制度実施要綱の一部を改正する告示 

 

 野田市マンション管理計画認定制度実施要綱（令和５年野田市告示第６０号） 

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「第１条の２第１項」を「第１条の８第

１項」に改め、同項第３号中「第５条の４第１号」を「第５条の１４第１号」

に改め、同条第２項中「第１条の２第２項」を「第１条の８第２項」に、「第

１条の２第１項各号」を「第１条の８第１項各号」に改め、同条第３項中「第

５条の６第１項」を「第５条の１６第１項」に改める。 

 第３条第１項中「第５条の３第１項」を「第５条の１３第１項」に、「第５

条の４」を「第５条の１４」に改め、同条第２項中「第５条の６第１項」を「

第５条の１６第１項」に、「第５条の７第１項」を「第５条の１７第１項」に

改める。 

 第４条中「法第５条の８」を「法第５条の１８」に、「マンションの管理の

適正化の推進に関する法律第５条の８の規定による報告書」を「マンションの

管理の適正化の推進に関する法律第５条の１８の規定による報告書」に改める。 

 第５条中「法第５条の９」を「法第５条の１９」に、「マンションの管理の

適正化の推進に関する法律第５条の９の規定による改善命令書」を「マンショ

ンの管理の適正化の推進に関する法律第５条の１９の規定による改善命令書」

に改める。 

 第６条中「第５条の１０第１項第２号」を「第５条の２０第１項第２号」に

改める。 

 第７条中「第５条の１０第２項」を「第５条の２０第２項」に改める。 

 第８条中「第５条の４」を「第５条の１４」に、「第５条の７第１項」を「

第５条の１７第１項」に改める。 

 附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 


